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全　員　協　議　会　記　録 

 

◇開会日時　　　令和７年１２月１６日（火曜日） 

　　　　　　　　午前１０時５０分　開会　　　午後　１時２０分　閉会 

 

◇開催場所　　　全員協議会室 

 

◇出席議員　　　１７名 

 

◇欠席議員　　　　なし 

 

◇出席説明員 

 

◇事務局職員 

 議　長 小　嶋　智　子　議員 副議長 待　鳥　美　光　議員

 　１番 松　永　靖　恵　議員 　３番 内　田　あ　や　議員

 　４番 吉　田　活　世　議員 　５番 齋　藤　幸　子　議員

 　６番 伊　藤　妙　子　議員 　７番 渡　邉　竜　幸　議員

 　８番 片　山　義　久　議員 １０番 萩　原　圭　一　議員

 １１番 赤　松　祐　造　議員 １３番 菅　原　　　満　議員

 １４番 鎌　田　泰　春　議員 １５番 岩　澤　侑　生　議員

 １６番 富　澤　啓　二　議員 １７番 内　山　恵　子　議員

 １８番 吉　田　武　司　議員

 市 長 柴　﨑　光　子 企 画 部 長 加　山　卓　司

 総 務 部 長 松　戸　克　彦 福 祉 部 長 長　坂　裕　一

 企画部審議監 
兼 次 長 兼 
秘書広報課長

茂　呂　あかね 総務部次長兼 
総 務 課 長 野　中　大　介

 福祉部次長兼 
地域共生推進 
課 長

渡　部　　　剛 企画人権課長 中　川　　　大

 
財 政 課 長 高　野　晴　之 企 画 人 権 

課 長 補 佐 神　田　　　慧

 
地域共生推進 
課 長 補 佐 山　口　元　輝

 議会事務局長 亀　井　義　和 議 事 課 長 工　藤　　　宏

 議事課長補佐 平　川　一　朗 主 任 小　林　　　厳
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◇本日の会議に付した案件 

　第五次和光市地域福祉計画・和光市社会福祉協議会地域福祉活動計画の策定及び和光市避難

行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例の制定について 

　第五次和光市総合振興計画基本構想の中間見直しについて 
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午前１０時５０分　開会 

 

○小嶋智子議長　ただいまから全員協議会を開催します。 

　初めに、市長より挨拶をお願いいたします。 

○柴﨑市長　皆さん、こんにちは。 

　議員の皆様におかれましては、市政運営に関しまして日頃から格別の御理解、御協力を賜り

まして、どうもありがとうございます。また、本日は議会開会中の大変お忙しい中、全員協議

会を開催いただきまして、どうもありがとうございます。重ねて御礼申し上げます。 

　本日は２つの案件を予定しております。初めに、福祉部から第五次和光市地域福祉計画・和

光市社会福祉協議会地域福祉活動計画の策定及び和光市避難行動要支援者名簿及び個別避難計

画に関する条例の制定につきまして、これまで推進委員会において協議をしてまいりましたが、

策定等について一定のめどがつきましたので、その概要を御説明いたします。 

　次に、企画部から第五次和光市総合振興計画基本構想の中間見直しについて、令和７年度は

第五次和光市総合振興計画の中間年に当たるため、見直しを行ってまいりましたが、このたび

中間見直しの素案がまとまりましたので、その概要を説明いたします。 

　詳細につきまして、各部から説明いたします。どうぞよろしくお願いします。 

○小嶋智子議長　ここで、市長は公務のため退席します。 

休憩します。（午前１０時５１分　休憩） 

再開します。（午前１０時５２分　再開） 

　本日の案件は、第五次和光市地域福祉計画・和光市社会福祉協議会地域福祉活動計画の策定

及び和光市避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例の制定について、第五次和光

市総合振興計画基本構想の中間見直しについてです。 

　初めに、第五次和光市地域福祉計画・和光市社会福祉協議会地域福祉活動計画の策定及び和

光市避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例の制定について説明願います。 

　長坂福祉部長。 

○長坂福祉部長　福祉部でございます。本日はお時間をいただきましてありがとうございます。 

　御説明に入る前に、本日の事前配付資料に当たり、事務処理上のミスがございましたので報

告させていただきます。 

　資料の３から５の３点につきましては、本来両面印刷で印刷すべきところを当初の配付では

片面印刷での配付となっておりました。誠に申し訳ございませんでした。お手数をおかけする

こと、おわび申し上げます。 

　それでは、第五次和光市地域福祉計画・和光市社会福祉協議会地域福祉活動計画の策定及び

和光市避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例の制定の２点につきまして御説明

を申し上げます。 

　まず、第五次となる地域福祉計画及び社会福祉協議会地域福祉活動計画につきましては、本
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市における地域共生社会の実現に向け、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよ

う、市民、市、社会福祉協議会がそれぞれの役割を認識し、共に取り組んでいくための今後の

指針となるものでございます。 

　次に、和光市避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例につきましては、災害時

に自力で避難が困難な方々の安全を確保するため、避難行動要支援者名簿の作成、活用と個別

避難計画の作成をより一層計画的、継続的に進めていくための基盤となる制度です。災害対策

基本法の趣旨も踏まえながら、要支援者お１人お１人の状況に応じた支援体制を地域と共に構

築していくことを目的としております。 

　本日はこれら２点につきまして、計画、条例の趣旨や位置づけ、主な内容等を説明いたしま

す。忌憚のない御質問、御意見を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

　なお、詳細につきましては、担当課から御説明をいたします。 

○小嶋智子議長　渡部地域共生推進課長。 

○渡部地域共生推進課長　それでは説明させていただきます。 

　まず、計画の策定について説明をさせていただきます。 

　計画案につきましては、100ページを超える加筆となりますので、今回はこの全協の開催に

合わせまして、概要版を作成させていただきました。 

　資料１となりますが、それでも28ページございますので、本日は概略を説明させていただけ

ればと思います。 

　なお、計画案につきましては、議会事務局のほうへデータで提出をさせていただいておりま

す。 

　２ページを御覧ください。 

　御存じのとおり、和光市地域福祉計画は、和光市社会福祉協議会地域福祉活動計画と一体と

して作成されておりまして、今回は第五次の計画ということになります。 

　３ページを御覧ください。 

　この計画につきましては、地域福祉、地域共生社会ということをテーマとしております。地

域福祉とは、地域に暮らす全ての住民が住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らし続けてい

くことができるよう、地域全体で人々が互いに支え合い、市や関係機関と協働しながら暮らし

やすい地域づくりを進めることでございます。似たような言葉で地域共生社会がありますが、

これは多様な福祉ニーズに対応するため、全ての市民がそれぞれの立場や状況を超えて、地域

でつながり支え合いながら、自分らしく安心して暮らせる社会を地域共生社会としております。 

　４ページを御覧ください。 

　福祉・健康についての計画の概念図となっております。 

　５ページを御覧ください。 

　今回の第五次の計画期間につきましては、令和８年度から令和13年度までの６年間の計画と

なっております。 
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　６ページからは、各統計となっております。人口、高齢者、障害者、生保状況などを抜粋し

てこちらのほうは記載をさせていただいております。 

　以下、７ページ、８ページと続いております。 

　９ページを御覧ください。 

　今回の計画の策定に当たりましては、地域福祉に関する現状と課題を把握するために、民生

委員、地区社会福祉協議会、あとは地域福祉団体の皆さんと意見交換会を実施してまいりまし

た。また、子供からの意見も聴取してまいりました。 

　10ページを御覧ください。 

　今年度の計画策定に先駆けまして、令和６年度、前年度に市民調査を行いました。無作為抽

出の市民1,200名を対象とした調査、そのほか避難行動要支援者、地域福祉関係者、地域福祉

関係団体を対象に実施をいたしました。その結果がこちらに抜粋されております。 

　11ページを御覧ください。 

　今年度までの第四次の計画の実績を記載しております。第四次計画につきましては、13の施

策について取組を実施してまいりました。その内容が15ページまでございます。 

　16ページを御覧ください。 

　これまでの統計、意見交換、市民調査、第四次計画の実績、ここから見えてくる内容として、

地域福祉における課題を４つ上げております。 

　１つ目が多様化、複合化する支援ニーズへの対応、２つ目が、地域コミュニティの希薄化や

地域活動の担い手の不足、３つ目が福祉制度や防災制度等に関する情報の格差、４つ目が関係

機関や支援団体の連携です。 

　今回の第五次計画では、これらを解決するための取組を実施していくことになります。 

　17ページを御覧ください。 

　ここからは、今回の計画の基本的な考え方を説明しております。 

　まずは、圏域の考え方でございます。 

　18ページには、自治会と地区社会福祉協議会の連携についても記載をしております。自治会

につきましては、地域生活において様々な地域活動を行っております。地域に根差した団体と

認識しております。一方で、地区社会福祉協議会につきましては、そのうち地域福祉活動につ

いて同じ性格を持っているものです。この重なる部分について、良好な関係を保ちながら同じ

方向を向いていきたい旨をこちらのほうには記載をさせていただいております。 

　20ページを御覧ください。 

　社会福祉法では、地域生活課題の解決のために、包括的な支援体制の整備が市町村の努力義

務とされております。このため、今回の計画ではニーズ把握とそのための参加支援、地域づく

りの大切さ、そして新たに見守りネットワーク、こちらを構築しまして、情報共有と共に課題

解決のための支援会議体、こちらの設置を進めてまいります。 

　21ページを御覧ください。 
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　今回の基本理念を、つながりを育み、誰もが安心して住み続けられるまちづくりとしました。

計画の体系としては、この基本理念を実現させるために５つの基本方針を掲げております。 

　22ページを御覧ください。 

　まず、基本方針の１として、ニーズ把握体制の充実を上げました。この実現のために、１、

相談支援体制、情報提供の充実、２、民生委員・児童委員との連携強化を上げ、孤独、孤立や

ひきこもり、ケアラーに対する支援を基本施策としております。 

　23ページを御覧ください。 

　基本方針の２として、誰もが参加できる市民活動の機会づくりを上げました。ここでは、地

域福祉センターやボランティアセンターを充実させて、市民活動への参加機会を増やすこと、

多世代交流、多文化共生の推進を基本施策としました。 

　24ページを御覧ください。 

　基本方針の３として、触れ合い、支え合える地域づくりを上げました。地域の福祉活動、地

区社会福祉協議会、地域福祉コーディネーターの機能を充実させることを基本施策としており

ます。 

　25ページを御覧ください。 

　基本方針の４としては、地域ぐるみでの見守りネットワークづくりを上げました。市民関係

団体、地域住民、民間企業等との連携によりまして、要支援者が家族や地域社会から孤立する

ことを防止するとともに、日常生活における問題を市並びに関係機関、関係者が早期に発見し

て、住み慣れた地域で安心して生活を送られるよう、見守りネットワークを構築してまいりま

す。また、災害時における要支援者の見守り体制を強化、推進するために、避難行動要支援者

登録制度の整備を行ってまいります。具体的には、従来から取り組んでおります避難行動要支

援者名簿について、要綱で整備しているものを条例で整備して、平常時にも多くの要支援者を

見守り、防災訓練などに活用できるようにいたします。条例につきましては、後ほど説明をい

たします。 

　次に、基本方針の５として、支援会議体の設置を上げました。法に基づいた会議体を設置し

て、課題となっている個人情報の共有等の問題を解決し、支援が必要な方に迅速に支援につな

げてまいります。 

　以上が今回の計画における基本方針となります。 

　26ページを御覧ください。 

　ここからは、地域福祉を推進するための計画として、各法律等に基づいて市町村の努力義務

とされているものなど、４つの計画を掲載しております。26ページが成年後見制度利用促進計

画、27ページが生活困窮者自立支援計画、28ページが再犯防止計画、困難な問題を抱える女性

の支援基本計画でございます。 

　以上が今回の第五次福祉計画等の策定になります。 

　続きまして、条例の策定のほうになります。 
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　資料の２を御覧ください。 

　和光市避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例の制定についてです。 

　先ほどの計画策定において説明しました見守りネットワークづくり、特に災害時に役に立つ

見守りネットワークづくりとして計画に関連して制定するものです。 

　まず１つ目、１ページ目は、用語の説明をさせていただいております。避難行動要支援者名

簿とは、災害発生時に自力での避難が困難な高齢者や障害者など、特に支援を必要とする方々、

人々、これを避難行動要支援者といいますが、の情報をあらかじめ登録した名簿のことでござ

います。対象者の氏名、年齢、住所などが書かれております。災害対策基本法に基づきまして、

市町村はこの名簿の作成が義務化されております。また、要支援者から名簿情報の提供に合意

が得られた場合には、災害時だけでなく平常時からの見守り活動や地域での防災訓練など避難

支援等の実施に活用することができるとされております。 

　なお、どういうところに名簿を提供するかというのは、１ページの下のところにあります避

難支援等関係者、こちらのほうになっております。 

　次のページを御覧ください。 

　現在、この避難行動要支援者名簿の提供などは、要綱によって実施をしております。現状と

しては、対象者2,927名のうち、名簿の提供に同意した避難行動要支援者は871名にとどまって

おります。数字につきましては、令和７年４月１日現在のものでございます。 

　先ほども言いましたが、平常時に名簿情報を提供することの要件は、本人の同意を得ること

が必要となります。課題としましては、災害時に多くの方の命を救うためには、登録者数を限

りなく対象者数に近づける必要があると考えております。同意が得られないと、平常時に避難

支援等関係者に名簿情報が提供されず、災害時の迅速な避難支援につなげることができません。

そこで、災害対策基本法では、条例に特別の定めがある場合、平常時であっても同意を得ない

で避難支援等関係者に名簿情報を提供することが可能としております。 

　そこで、今回条例を制定することで、平常時からより多くの方の情報を避難支援等関係者に

提供することができ、見守りネットワークをつくることで災害時に多くの命を救うことを目指

したいと考えております。 

　次のページを御覧ください。 

　具体的にどのような定めをするか御説明をいたします。ちなみに、資料３が現在考えている

条例案、それに合わせて別紙の資料の４が規則の案でございます。そして、資料の５が現在実

施している根拠となっている要綱となります。 

　では、先ほどの資料に戻っていただいて、条例案の第４条がこちらのほうには示されており

ます。第１項で、市長は災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で避難支援等関係

者に対して避難行動要支援者名簿を提供するものとするとあります。そして、第２項で名簿情

報の提供は、避難行動要支援者本人の同意を得た上で行わなければならないとあります。これ

が基本になります。ただし、この下線部のところです。本人の同意を求めた場合において、本
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人による不同意の意思が明示されなかったときは、本人の同意を得ているものとして取り扱う

ものとすると、この部分が災害対策基本法でいうところの特別な定めということになります。 

　現行の名簿の提供に同意する者が手を挙げるという手上げの方式から、同意しない者のみが

手を挙げるという逆手上げ方式、こちらを導入するものでございます。 

　この条例につきましては、現在、令和８年３月議会に上程することを予定しております。そ

して、要支援者見守りなどの支援を行う自治会や地区社会福祉協議会、事業者等の避難支援等

関係者への周知、説明などの準備期間を経て、令和９年度から名簿等の提供を目指しておりま

す。 

　なお、この条例につきましては、全国的に見ると事例はありますが、県内では条例で制定し

ている市町村はございません。 

　以上が、条例の制定についての説明となります。 

　これまでの計画の策定と条例の制定の説明をさせていただきました。この２つの案につきま

しては、12月19日から１月19日までパブリックコメントを実施してまいります。 

　また、期間中、下新倉児童館、総合福祉会館、市役所で計３回の説明会を実施することを予

定しております。既に12月広報に掲載をしておりまして、期間になりましたらホームページに

も情報を掲載する予定でございます。 

　本日は簡単な説明でしたので、御要望があれば出向いて説明させていただきたいと考えてお

ります。どうぞよろしくお願いします。 

　長くなりましたが、説明は以上となります。ありがとうございました。 

○小嶋智子議長　以上で説明が終了しました。 

　質疑のある方は挙手願います。 

　赤松議員。 

○赤松祐造議員　県内初の条例の素案を今まで作られている。御苦労さまです。ところで、社

会福祉協議会の活動計画案を見て、これはいろいろやっているうちに、いろいろな見直しが出

ると思うんです。普通、何年から何年まで、総合振興計画なんかも書くんですが、令和７年12

月と書いてあるんですけれども、これは大体、２年か３年頃に見直しがあると思いますが、そ

ういうことも含めて、期間は書かずにもう制定で、案はこっちのほうに出されるのでしょうか。 

○小嶋智子議長　渡部地域共生推進課長。 

○渡部地域共生推進課長　計画の資料の５ページを御覧いただきたいと思います。 

　今回の計画期間については、６年間を計画しておりますが、中間見直しを毎回実施しており

ますので、３年ごとには中間見直しをさせていただく予定です。ただ、法律の改正など、この

中に書いてあるものについても、控えているものもありますので、そういうところには適時対

応するようなことは考えております。 

○小嶋智子議長　赤松議員。 

○赤松祐造議員　法律の改正がある場合なんですけれども、さきの議会でも私、提案したんで
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すけれども、厚労省が近々出すエンディングサポートというのがありますね。それはこの中に

は載っていないんですが、非常にプライバシーに関することが多く強制のような形ではできな

いんでしょうけれども、個別サポートになるので、そういうものも中間見直しの中に、今回は

まだ厚労省、大きくオープンしていないんですけれども、部分的にはもう取り入れているとこ

ろもありますよね。そういうことに関しては、どのようにこれから考えていかれるんでしょう

か。 

○小嶋智子議長　渡部地域共生推進課長。 

○渡部地域共生推進課長　赤松議員の一般質問などでも聞かせていただいていますエンディン

グサポートといいますか、死後の問題といいますか、そこら辺については、例えばこの計画の

26ページの成年後見制度、こちらの中に日常生活自立相談というのが、日自制度というのがご

ざいますので、そこの部分でやるという案もございますし、今、国のほうでは介護保険の包括

支援センターの中に機能を持たせるというところもあります。そういうところは検討されてい

るところですので、法の改正などによっては、中間の見直しになるか、随時の見直しになるか、

うちの計画になるか長寿あんしん課の計画になるか分かりませんが、対応するところは対応し

ていくものと考えております。 

○小嶋智子議長　赤松議員。 

○赤松祐造議員　私、これ見て21ページに、基本方針の１番、ニーズ把握の体制の中の３番に、

孤独・孤立に対する支援という一行があるから、これが大きく発展するようにはちょっと見通

しはしているんです。そういう感じで見直しが持っていけるような感じでしょうか。 

○小嶋智子議長　渡部地域共生推進課長。 

○渡部地域共生推進課長　近年、この孤独、孤立というテーマ、この問題については、国のほ

うでも力を入れて、どういう対策をしていくかということが、通知等が出ているところですの

で、私たちもそこら辺は注視していきたいというふうに思っています。 

○小嶋智子議長　片山議員。 

○片山義久議員　ありがとうございます。 

　地区社会福祉協議会について伺いたいんですけれども、第四次計画のほうで、和光市内全域

に地区社会福祉協議会をつくるという目標は達成されたと思うんですけれども、このときは設

立の準備金ですとか、初年度活動費、２年度目という形で、財政的な支援があったと思うんで

すけれども、今後、こういった地区社会福祉協議会を続けていくには、自治会と違って自主財

源がない団体ですので、市の支援がないと継続が不可能かと思うんですが、その辺についての

考え方を伺います。 

○小嶋智子議長　渡部地域共生推進課長。 

○渡部地域共生推進課長　御指摘ありがとうございます。 

　地区社会福祉協議会につきましては、第四次につきましては設置することを目的としていま

した。第五次につきましては、設置して次の段階に入るというふうに考えております。私たち
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も、ちょっと先ほど、９ページのところ、意見交換会を地区社会福祉協議会の方とさせていた

だきましたが、いろいろな御意見、要望を賜りました。やっぱり人、物、金が不足していると

いうところだと思います。今、ちょうど予算編成の段階で、私たちも事業課としては要望して

いるところも多々あるのですが、ちょっとまだ言える段階ではございませんので、人、物、金

についてはその必要性の重要性というのは非常に考えております。どういった形で補助してい

るか、今、市と社会福祉協議会が補助していますが、どういった形でその金額をどうするかと

いうところは、当然今考えているところです。一応、今のところの段階ではそこまでというこ

とです。 

○小嶋智子議長　赤松議員。 

○赤松祐造議員　24ページに地域のボランティアへの支援、社会福祉協議会がかねがねずっと

やってこられたんですけれども、活動によっていろいろな補助金を過去出していたわけです。

ここにもまた支援と載っているんですけれども、そういうのがもう一回復帰するとか、そのま

まであるのか。地域のボランティア活動に対して、団体によって金額が３万円とか１万円とか

5,000円とかとあったでしょう。それが今なくなっているんですけれども、この項目の中には、

そういうことはないんでしょうか。 

○小嶋智子議長　渡部地域共生推進課長。 

○渡部地域共生推進課長　今、ボランティアセンターのほうでも３万円ですとか各ボランティ

ア団体に支援しているところでございます。社会福祉協議会のほうでも、市のほうからも補助

金は出させていただいていますし、その中で、どういう補助金の使い方をしようかという形で、

どういったほうが効果的かというところで、毎年毎年考えているところですので、今やってい

たものを統合したり、なくなったというお話があったと思いますけれども、統合したり強化し

たり、いろいろな面ではしておりますので、そういった形で何かしら、このボランティアの

方々にも力を入れないと、ボランティアというのは、ここに書いていますように参加支援の場

だと私たちも考えていますので、どういった形で社会福祉協議会がやっていくか、そして市も

それを支えていくか、それは一緒に考えていきたいと思います。 

○小嶋智子議長　鎌田議員。 

○鎌田泰春議員　避難者名簿のところなんですけれども、こちらは今回、逆手挙げ式という形

で、相当数人数が今までの登録していた名簿数よりもはるかに、二、三倍とかに増える形にな

るのかなと思っているんですけれども、例えばそれを、手挙げを逆手挙げで名簿を外してくだ

さいというお願いをしなければいけないと思うんです。市からも促すと思うんですけれども、

それに対応してくれない方というのは、ずっと名簿に残るという理解で合っていますか。 

○小嶋智子議長　渡部地域共生推進課長。 

○渡部地域共生推進課長　今回、約3,000名ぐらいの今対象者がいて、800人、900人ぐらいが

今登録して、手を挙げてくれた人という形です。今度は逆手挙げ方式にするということで、趣

旨を当然説明させていただいて、ただ、やはり個人情報を出す、ほかの団体に出すことになり
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ますので、市以外のところに出すことになりますので、嫌な人もいっぱいいると思います。ま

た、自分は家族がいるから避難させてもらえるから、こういう名簿とかに載っけなくていいよ

という方もいらっしゃると思いますので、そういう方は、まず逆に手を挙げてくださいという

形で、嫌な人、名簿に要らない、必要がない人に手を挙げてくださいという形で、今回はきち

んと説明して促す形から入ります。 

○小嶋智子議長　鎌田議員。 

○鎌田泰春議員　逆手挙げで人数が増えると思うんです。増えているんですけれども、例えば

本来だったら、救助を必要とするかしないかは別として、逆手挙げになるわけですよね。なの

で、救助を本来は必要としていない人には、手を挙げて、言っていただいて名簿から削除して

もらうようにしないといけないと思うんですけれども、そこら辺というのはどういうふうにな

るのかということです。 

○小嶋智子議長　渡部地域共生推進課長。 

○渡部地域共生推進課長　大変失礼しました。 

　今回の趣旨を説明して、避難が必要なのか、この制度が必要なのか、そこをきちんと説明し

て、要らないという方につきましては、この制度から除く形にしていきますので、そこの説明

をしっかりやっていきたいと思います。 

○小嶋智子議長　吉田活世議員。 

○吉田活世議員　今の質問のところに続けてになるのですが、本人の同意を求めるというのは、

具体的にどのような方法でやっていくのですか。 

○小嶋智子議長　渡部地域共生推進課長。 

○渡部地域共生推進課長　書面を出してもらう形になります。 

　今の制度でも、例えば資料５が現在実施している要綱なんですけれども、様式等変わると思

いますが、この中に様式第１号という形で登録申請書というのを出していただいております。

そこに、こういうところに提供することを同意しますという形で、お名前とか情報を出してい

ただくというのが今の制度ですので、同意する方については、同じような形でこれを出してく

ださいという形を取ります。鎌田議員がおっしゃったこういう制度は必要ないよ、ちょっと危

ないから同意しないよという方につきましても、また書面で出していただく形を想定しており

ます。 

○小嶋智子議長　吉田活世議員。 

○吉田活世議員　市から情報をほかの必要な団体に提示していくことになると思うんですが、

プライバシーの観点から考えて、例えば名簿を出したことによって何か一例として、身体障害

者向けのダイレクトメールが届くなど、情報漏れがもしも万一あった場合、その責任というの

はどこに今ある状態ですか。 

○小嶋智子議長　渡部地域共生推進課長。 

○渡部地域共生推進課長　現在の要綱につきましても、守秘義務、登録情報の保護ということ
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は記載しておりまして、例えば各団体、地区社会福祉協議会ですとか自治会にお渡しをすると

きには、協定書を結んで提供させていただいていますので、基本的に情報が漏れるという形は

ないというふうに考えております。 

○小嶋智子議長　赤松議員。 

○赤松祐造議員　関連してですけれども、現在対象者が2,927人。こういうのも今活発に動き

始めたら、申し込む人がどんどん増えて、2,900の９割近くまで、またこれから高齢化でどん

どん増えていくわけです。そして、市長宛てに名前を出して、支援、避難計画を出すと。そう

すると、災害があったときに本当にこの人たちを助けに行けなかった場合、誰か地域のリーダ

ーなのかが救助するわけですよね。それとも全部つながっていなければ、生命保険だったらし

っかり生命保険会社がやるんですけれども、要するに、善意に公助、民助でやるわけで出すん

ですけれども、助けに行けなかった場合のことをできるだけゼロにしなきゃいけないわけです。

そこまでは、危機管理とか、防災士とか、いろいろな関係、いっぱいあるじゃないですか。そ

ういうのとつながっていなければ、助けに行けなかったらどうなのかということを、もう考え

てもらわなきゃいけないと思うんですけれども、その辺はどう考えているんでしょうか。 

○小嶋智子議長　渡部地域共生推進課長。 

○渡部地域共生推進課長　御指摘ありがとうございます。 

　当然、そのとおりだと思います。名簿の対象者が増える、では、誰が助けに行くのかという

ところですけれども、ちょっと割愛をさせていただきましたが、１ページ目のところ、避難行

動要支援者名簿の次に、個別避難計画というものがございます。そちらの個別避難計画に、で

は、何かあったときに誰が支援するのかということを書いていくんです。今回はまずそういう

入り口のところを増やしていく。次に大切なのは、この個別避難計画にどのぐらいの支援者を

定めていくかという形になります。そのためには、地元の方、自治会の方、もちろん消防団の

方、地区社会福祉協議会の方、あとは今回は、包括支援センター、生活支援センターの職員の

方も入れ、そういうところにも情報を提供していきますので、そういう方に多く支援者になっ

ていただくというのが、次の段階で待っていると思います。今回は入り口の部分を増やすこと

ですけれども、そこの部分までしっかりやっていかないと、回っていかないというか、実効性

がないものになりますので、どんどん次の段階、次の段階という形で、避難を必要とする方が

きちんと避難できるような形で体制を整えたいというふうには考えております。 

○小嶋智子議長　待鳥議員。 

○待鳥美光議員　今の関連なんですけれども、これ、登録した時点で、支援者が登録できない、

名前を書いて登録できないという方も数多くいらっしゃるんですが、そこの、今のお話だと、

支援者をつけることに、その支援をしていくということかなと思うんですが、支援者自体に個

別避難計画は共有されていないですよね。これまでないと思うんですね。それで、地域の中で

実際に発災したときに、支援が必要な人の名簿はあるけれども、それを先ほどの話で、誰が助

けるのか、誰が見ていくのかというところで、避難計画自体は共有されていなかったと思うん
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ですけれども、その点はいかがなんでしょうか。 

○小嶋智子議長　渡部地域共生推進課長。 

○渡部地域共生推進課長　避難支援者にも送付はしているということですので、名簿の避難計

画のところに支援者の名簿がございますので、名簿というか名前がありますので、そこの方に

は名簿は行っているという認識なんですけれども。 

○小嶋智子議長　待鳥議員。 

○待鳥美光議員　名簿は共有されるんですけれども、避難計画そのものは共有されていなかっ

たと思うんですが。 

○小嶋智子議長　山口地域共生推進課長補佐。 

○山口地域共生推進課長補佐　個別支援計画の支援者に関しましては、個別支援計画を送付さ

せていただいているんですけれども、要支援者名簿の支援者名簿のほうについては、おっしゃ

るとおり名簿のみの提供となっていて、どういう内容だというところの細かい状況は把握でき

ていない状況になっております。 

○小嶋智子議長　待鳥議員。 

○待鳥美光議員　そうすると、支援をしなきゃいけないというか、支援者として登録されてい

る人は、どういう避難計画、個別計画になっているかは分かるけれども、そこを統括する例え

ば地区社会福祉協議会自体は、個別避難計画は持っていないわけですよね。そうすると、誰が

その人の支援者になっているかということは、地域で共有されていないということになりませ

んでしょうか。 

○小嶋智子議長　渡部地域共生推進課長。 

○渡部地域共生推進課長　現在の実施要綱については、このプランのところ、計画のところは

提供することになっていないんですけれども、今回の条例案の第８条のところに、個別避難計

画について書いております。そちらは、今、第９条のところで支援者名簿に準用しているんで

すけれども、これについても今回提供するという形にする予定ですので、自治会だとか地区社

会福祉協議会だとか、消防団だとか、そういうところにも計画自体が行きますので、この人は

誰が支援者になっているかというところは、見れば分かるような立てつけにする予定です。今

とは違います。 

○小嶋智子議長　伊藤議員。 

○伊藤妙子議員　こちらのほうの28ページ、最後のところの地域福祉を推進するための計画の

右側のところに、困難な問題を抱える女性の支援基本計画ということで、大きく出ているとこ

ろが、ちょっと気になったんですけれども、この計画は10ページの令和６年度に行われた調査

からも関係してくると思うんですけれども、10ページの調査の中に、８番に困難な問題を抱え

る女性への支援制度についてということで、そういったことも調査の中から見えてきたという

ことで、こういったところに関連されているのかということをまず伺いたいと思います。 

○小嶋智子議長　渡部地域共生推進課長。 
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○渡部地域共生推進課長　まず、記載をしようと思ったところは、法律によって市町村が努力

義務、福祉の関係でこの計画についても努力義務で、この基本計画はつくりなさいというとこ

ろに書いてあったから、書くことにしました。ただ、困難な女性の問題につきましては、市民

アンケート、市民調査で相談先を知らないという方がすごく多かったんです。そこはまず一番

の問題だと思います。28ページの計画の中で、一番力を入れていくところは、相談したらきっ

ちり受け付ける体制を整えるということと、情報発信をしていくということだと思っています

ので、そういうような取組をしていきたいというふうには思っています。 

○小嶋智子議長　伊藤議員。 

○伊藤妙子議員　分かりました。ありがとうございます。 

　今回、一般質問で鎌田議員もちょっと触れられていたんですけれども、男性の相談窓口とい

うことが、自殺者数がかなり男性のほうが多いという現状がある中、今、女性ということでク

ローズアップされているという部分が結構気になったんです。今、男女共同参画ということも

言われているんですけれども、そこには男子ということもありますので、本当に男性こそ、こ

ういった現状の中に埋もれて声を出せないというようなことを非常に感じます。なので、女性

が窓口を知らないということと共に、男性はもう声を上げられないで苦しむという部分もある

んじゃないのかなというふうに思いますので、そういったところまでぜひ和光市としては、せ

っかく埼玉県の中でも条例を唯一作られるということなので、そこにもぜひクローズアップし

ていただいて、実際の自殺者数の多さ、あと男性のほうが社会の中で孤立したりということは、

特に定年後ですとか、女性よりも男性のほうが心配だなというふうに思いますので、そういっ

た観点もぜひ、今、和光市の一般質問の中でも結構出てきているところですので、入れていた

だきたいということを強く思います。 

　いかがでしょうか。 

○小嶋智子議長　渡部地域共生推進課長。 

○渡部地域共生推進課長　自殺について、男性が多いとか、私も保健センターを所管していま

したところの課長でしたので、そういうことは非常に強く思っています。ちょうど今日、命の

関係の書類が回ってきまして、その中にもうちの部分が入っているわけですね、相談窓口とし

て。生活困窮者のところをやっていますので、その中でも何かあったら相談してくださいとい

うところが入っています。そちらについては、もう男性、女性関係なくです。鎌田議員のとこ

ろでは、うちはＤＶのところもあってやっていますし、そこでは男性、女性関係なくやってい

ますという答弁をさせていただいたと思うんですけれども、市役所の中には、いろんな相談の

体制、部署はございますので、そこら辺はしっかりと連携しながらやっていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○小嶋智子議長　渡邉議員。 

○渡邉竜幸議員　まず確認なんですが、この計画を策定するに当たりまして、諸団体とヒアリ

ングとかをされていると思っていまして、課長補佐とか皆様も地区社会福祉協議会に出向いて
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とかという現場も私も目撃させていただいているんですが、先ほどの支え手を増やすという考

えは、ヒアリング段階でもそれなりの同意は得られているものなんですか。それとも、計画と

してはこれから増やしていきたい対象の団体として、先ほど述べた諸団体の名前が上がってい

るものなんでしょうか。 

○小嶋智子議長　渡部地域共生推進課長。 

○渡部地域共生推進課長　この避難行動のほうの支援者というところなんですけれども、支援

者を増やすということが、先ほどの御質問の延長かもしれませんが、非常に大事だと思ってい

ます。私たちはこれから、この条例が制定されたら、いろいろなところに、もちろん避難行動

要支援者の方々にも説明しなければいけないですし、支援者となる方々、例えば地区社会福祉

協議会だったり自治会だったり、消防団の皆さんであったり、事業所の皆さんであったり、そ

ういうところにぜひ避難者になってくださいという形でのお願いを今後していかないといけな

いと思っていますので、それを１年かけてやって、名簿ですとか個別避難計画を提供していく

のを令和９年度からやっていきたいと思っていますので、１年の準備期間で、しっかりそこは

やっていきたいというふうに考えています。 

○小嶋智子議長　渡邉議員。 

○渡邉竜幸議員　ありがとうございます。逆手挙げ方式の同意の部分の質問なんですが、この

方式、この計画がいいものか悪いものか、なかなか本人でも判断ができない方もいるかと思う

んですが、そういった場合の市の対応、また本人がなかなか難しい場合は、代わりに誰かが判

断するとか、そういったことはどう考えられるんでしょうか。 

○小嶋智子議長　渡部地域共生推進課長。 

○渡部地域共生推進課長　私どもも、先ほど、今説明しますと言いましたが、3,000人全ての

方に説明できるわけではございません。説明会をやっても、来てくれる方は何回もやっても

100人ぐらいかもしれません。今回も避難行動要支援者というのは、高齢者の方も多いですし、

障害者の方もいっぱいいます。今後、今考えているのは、包括支援センター、地域生活支援セ

ンター、この方はプランをつくるために半年に１回、１年に１回回っています。そういう方に

も趣旨を説明して、市ではこういうことをやっているので、同意するか、でも説明して、嫌だ

ったら除いてもいいんだよという形で説明していただけるように、こういう事業者の方と一緒

にやっていきたいというふうには思っています。 

○小嶋智子議長　渡邉議員。 

○渡邉竜幸議員　ありがとうございます。 

　ちょっと今回の計画に当たりまして、私も地区社会福祉協議会の中に入らせていただいて、

一緒に活動させていただいております。先日も、私が所属します地区社会福祉協議会において、

ふれあいカレーというものがありまして、ありがたいことに、市長以下、課長補佐にもわざわ

ざ来ていただいたりとか、いろいろな現場を見ていただいてありがたいなと思っておるんです

が、先日、議長報告におきまして、勤労青少年ホームが今後の計画の中では特別養護老人ホー
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ムを建設する方針を打ち出された情報を知っている次第でありまして、そうしますと、地区社

会福祉協議会に限らずですが、いろんなボランティア活動とか寄り合いの場所というのが、も

しかしたらなくなってしまうのかもしれない。勤労青少年ホームではなくとも、今後もそうい

ったスクラップアンドビルドの中で、公共施設がなくなってしまうかもしれないということも

あり得ると思うんですけれども、そういったことの現実を踏まえて、この計画をどう地域活動

の拠点としても必要な部分があるかと思う施設に対して手当をしていくか、そういった考えが

もしおありでしたら教えていただいてよろしいでしょうか。 

○小嶋智子議長　渡部地域共生推進課長。 

○渡部地域共生推進課長　大きな課題かなというふうに思っています。現在、私どもはこの皆

さんの福祉活動の部分ですけれども、そういうことを活性化してほしい、一生懸命やってほし

い、一緒にやりましょうという形でお願いしているところです。ただ、今言ったとおり、活動

の場がなくなるというところは非常に大きな問題だと思っています。では、そこの新倉、北原

とか、個別はあれですけれども、今活動しているところができないんだったら、次どうするか

というところも、そこまでのアフターフォローを所管課、今の話でいうと勤労青少年ホームの

所管課が行うのか。ただ、私どももその活動をしている団体の所管になりますので、そこら辺

はしっかりと手を取りながら、廃止するというのが市の方向で出たというのは、私どもも知っ

ております。それを、では、次のをどうするかというところは、ちょっと一緒に考えていかな

いといけない問題かなというふうに捉えております。 

○小嶋智子議長　赤松議員。 

○赤松祐造議員　ちょっと根本的なことをお聞きするんですけれども、これは計画案であって、

今後実行されるんですけれども、計画から実行計画というまでも、そんなのをつくると大変な

んだと思うんですけれども、そういうことは考えているんでしょうか。 

　それと、ぱっと見た場合に、上は第五次和光市地域福祉計画、次は和光市社会福祉協議会計

画案と書いてあるんですけれども、その関係というか、今、渡部課長は両方関わっているから

よろしいんでしょうけれども、ぱっと見た場合、社会福祉協議会のなのか、市のなのか、間違

う人がいると思うんです。ちょっと和光市は３文字しかないし、その下に。令和７年12月、和

光市と書いて、その下に社会福祉、これ長いですから。これは、市として両方であることなん

でしょうけれども、その関係性というか。ぱっと見たときに、こういう説明を受ければ分かる

んでしょうけれども、いかがでしょうか。重要なところだと思うんです。 

○小嶋智子議長　渡部地域共生推進課長。 

○渡部地域共生推進課長　思ってもいない質問だったんですけれども、これは、長くて２段に

なっているだけであって、あくまでも市と社会福祉協議会と、そして市民が３者一体となって

進める計画という形は、一番最初に部長の説明のときに説明をさせていただいたので、私のと

ころの中では、ちょっと説明が弱めだったのかもしれません。ですので、パブリックコメント

をこれからやっていきます。説明会をやっていきますので、そこのところではしっかりと３者
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の、市と社会福祉協議会と市民の計画なんだよというところをまず説明させていただきたいと

思います。 

○小嶋智子議長　ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

　なければ、以上にて質疑を終結します。 

休憩します。（午前１１時４４分　休憩） 

再開します。（午前１１時４６分　再開） 

　次に、第五次和光市総合振興計画基本構想の中間見直しについて説明願います。 

　加山企画部長。 

○加山企画部長　企画部です。企画部からは、第五次和光市総合振興計画中間見直しにおける

素案の概要について御説明をさせていただきます。 

　今回の中間見直しにつきましては、総合振興計画の冊子の100ページ、（３）の中間見直し

における施策評価の実施に記載がありますとおり、各目標像に設定された指標の検証や各個別

施策の課題整理などの施策評価を実施し、施策の進捗状況や社会情勢、市民ニーズの変化を踏

まえた見直しとなっております。そのため、現行計画の継続性の観点から、目標像等の抜本的

な見直しは行っておりません。 

　見直しに当たっては、令和６年度より市民意識調査及び人口推計を実施し、その結果を踏ま

えて本年度各課において個別施策における課題整理などの施策評価を実施してまいりました。

また、外部の諮問機関としまして、大学教授等の有識者、市内活動団体の代表、公募市民等で

構成される和光市総合振興計画審議会において審議を行っております。審議会においては、各

施策の修正内容に関する審議、市民意識調査の結果など、中間見直しに反映すべき内容に関す

る審議を行い、素案を取りまとめてまいりました。今後につきましては、11月10日から12月５

日まで実施したパブリックコメントや本日の全員協議会での御意見、１月に予定している審議

会からの答申を経て、必要な修正を行った上で、令和８年３月定例会に議案として上程する予

定をしております。 

　続きまして、具体的な内容について、企画人権課長より説明をさせていただきます。 

○小嶋智子議長　中川企画人権課長。 

○中川企画人権課長　企画人権課長の中川でございます。本日はよろしくお願いいたします。 

　まず、資料の確認からさせていただきます。ちょっと分厚い資料をお配りしているかとは思

うんですけれども、一番上がパブリックコメントの意見、１枚紙になります。続きまして、そ

こから155ページあるんですけれども、本日のメインとなります中間見直しの素案でございま

す。 

　そうしましたら、本日はパブリックコメントの意見と155ページにわたります中間見直しの

素案、こちらの御説明をさせていただきます。 

　先ほど、企画部長からも御説明を差し上げましたが、今回の中間見直しにつきましては、計
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画の基本的な方向性を大きく変えるものではございません。現行計画の考え方を維持すること

を前提に見直しを行っております。一方で、社会、経済情勢や市民ニーズ、そして法令や制度

の改正といった外部環境の変化には必要な更新を行っております。 

　まず、中間見直しの素案です。資料第１章になりますけれども、１ページから10ページが第

１章として構成されております。こちらの第１章につきましては、将来都市像や目標像といっ

た和光市が目指すまちのコンセプトを示しております。将来都市像や各目標像につきましては、

計画の継続性の観点から、大きな修正等は行っておりません。 

　続きまして、11ページから99ページ、今回の中間見直しのメインの部分に当たりますけれど

も、こちら第２章になりますが、暮らしに直結する目標像及びその実現に向けた個別施策を体

系化した部分となります。 

　17ページを御覧ください。 

　17ページにつきましては、今回の中間見直しにおける目標像に関するＫＰＩ、真ん中より下

の部分です。目標像に関するＫＰＩをお示ししているんですけれども、現状値として令和６年

度の数値を目標像ごとに掲載しております。このページにつきましては、目標像１になります

ので、それぞれに１から12までこのＫＰＩの数値、現状値をお示ししている形になります。 

　続きまして、19ページを御覧ください。 

　19ページ以降は、各個別施策の説明となります。こちらの中で、施策の進捗等の評価を行い

ましたが、事業進捗に伴いまして取組内容に修正があったものや社会情勢、法令等の変化を踏

まえて各担当において記述を更新しております。一例ではございますが、記述の更新部分につ

きましては、19ページの下の表中の例えば③西大和団地の再生の中で、将来のまちづくりにつ

いて継続的に検討しというところに、アンダーラインが引いてあると思うんですけれども、こ

ういった箇所を更新しております。 

　次に、100ページから113ページ、こちら第３章になります。100ページから113ページの部分

につきましては、第３章として、総合計画をどのような仕組みで進めていくのか、計画の実現

に向けた取り組み方をお示ししております。 

　102ページを御覧ください。 

　102ページから104ページまでが、第五次和光市総合振興計画における国のまち・ひと・しご

と創生法に基づきました地方創生の視点を取り入れた、地方版デジタル田園都市構想総合戦略

を包含した形になります。こちらは、現行計画ではまち・ひと・しごと創生法の計画として位

置づけをしていたものを改めて地方版デジタル田園都市構想総合戦略として、３ページにわた

って位置づけをしたものになります。 

　続きまして、111ページから113ページを御覧ください。 

　こちらは、財政推計になります。計画の実行可能性を検証するため、令和12年度までの財政

推計を作成しております。主に表が112ページにありますので、こちらを御覧ください。112ペ

ージの表なんですけれども、令和３年度から令和７年度までは決算と当初予算を、令和８年度
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以降は、令和７年度当初予算を基礎に、中期財政計画や中間見直しで行いました人口推計の結

果や過去の実績を踏まえて、見通しを行っております。区画整理事業や駅北口再開発、新たな

ごみ広域処理施設の負担も反映しております。 

　歳入につきましては、市税について人口動態や基盤整備の効果で伸びる見込みとしておりま

すが、令和12年度には令和３年度との比較で約20.8億円、パーセンテージにして13.1％の増収

が見込まれております。 

　歳出につきましては、物価上昇、職員定数増などによる経常経費の増加に加えまして、子育

て支援、高齢化の進展化に伴う扶助費の増加が見込まれております。さらに、ごみ広域処理施

設の整備に関連した負担金も増加が見込まれております。 

　歳出の部分の投資的経費の項目につきましては、令和９年から令和10年にかけまして、駅北

口再開発事業の進捗による増加が見込まれております。あわせて、公共施設の老朽化対策への

計画的な投資が必要となってまいります。 

　続きまして、114ページを御覧ください。 

　114ページから144ページまでが第４章として構成をしておりますが、こちらにつきましては、

この計画についてどのような背景があるのか、市民意識調査の結果や人口の見通しを掲載して

おります。 

　120ページを御覧ください。 

　120ページ以降につきましては、こちらは市民意識の調査結果になります。市内在住18歳以

上の市民の方から3,000人の方を無作為抽出し、調査を行っております。調査の回収数は1,209

件、回収率は40.3％、回答者の年齢構成につきましては、年代ごとにおおむね10％から20％ま

での回答率となっており、大きな隔たりはありませんでした。 

　続きまして、131ページになります。 

　131ページからは、今後の和光市の人口の見通しについて記載をしております。第五次和光

市総合振興計画策定時、令和２年の条件のまま推移した場合、今後も人口が増加する結果とな

ります。こちらは、令和５年度までの推移になりますので、続きまして141ページを御覧くだ

さい。人口推計の結果になります。 

　人口推計の結果、141ページです。策定時のものを丸、今回の中間見直しにおけるものを四

角としております。策定時のものは、今後も人口が増加する結果としておりましたが、今回、

出生率や準移動率、市に出たり入ったりするという移動率の仮定値が現行の計画よりも下がっ

たということを踏まえまして、計画終了時の人口が策定時は８万9,463人と推計しておりまし

たが、今回の推計した結果は８万6,488人となりました。主な要因といたしましては、先ほど

お話ししたんですけれども、策定時は出生率がこのまま増加するだろうと仮定をしておりまし

たが、直近の和光市の出生率を確認したところ、減少傾向であること、また準移動率、直近の

傾向から増加傾向は変わらないんですけれども、その増加の率が減少したことに伴いまして、

人口の推計値も減少しております。 
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　最後になりますが、145ページから155ページにつきましては、中間見直しにおける策定経過

をまとめております。先般実施いたしましたパブリックコメントにおきまして、２名の方から

計６件の意見をいただいております。ユーチューブに配信した説明動画の閲覧数につきまして

は、12月８日時点で114回でございます。パブリックコメントの意見内容につきましては、お

配りした資料のとおりとなっております。 

　最後になりますが、中間見直しにおきますこの素案につきましては、来週月曜日、12月22日

まで議員の皆様からの御意見等を受け付けておりますので、何か御意見等がありましたら、メ

ール等の文章形式でいただけますと幸いでございます。 

　なお、今御説明いたしました本素案の内容につきましては、御覧のとおり多岐、詳細にわた

る内容となっておりますので、各施策における詳細な部分まではちょっとお答えできない場合

もありますけれども、御理解いただければと思います。 

　繰り返しになりますが、本協議会終了後、来週月曜日まで御意見を受け付けておりますので、

またこの協議会の後で何か御意見等がありましたら、企画人権課まで御相談いただければと思

います。 

　今後につきましては、令和８年３月定例会への上程を予定しておりますので、残りの各種手

続を進めてまいります。 

　第五次和光市総合振興計画中間見直しにおける素案の概要につきまして、説明は以上となり

ます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○小嶋智子議長　以上で説明が終了しました。 

休憩します。（午後　０時０１分　休憩） 

再開します。（午後　１時１５分　再開） 

　赤松議員。 

○赤松祐造議員　案を読ませていただいたんですけれども、私が思うには３つほど、なぜ載せ

ていないのかをお聞きします。 

　１つは、ＤＸ推進は新たなものとしてかなりクローズアップして載っているんですけれども、

重要なゼロカーボン施策は一言も載っていないんです。30億円も目標金額がかかっているゼロ

カーボンが載っていないこと。あと、ごみ広域のことは載っていますけれども、４市の火葬場

建設のことが、探したんですけれども、見受けられません。あと、さきの議会で、お話しした

特養建設のことも、福祉の中で載っていないんですけれども、なぜでしょうか。教えてくださ

い。 

○小嶋智子議長　中川企画人権課長。 

○中川企画人権課長　御提言ありがとうございます。今いただきました３つの件につきまして

は、御意見としていただきまして、各所管課と検討、協議の上、どのように載せていくのか。

仮に載せない場合もあるかもしれないんですけれども、そういった形で検討してまいります。 

　１点補足なんですけれども、109ページを御覧ください。 
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　109ページの右下、③広域行政の推進とうたっています。火葬場の設置検討につきましては、

こちらで記載をさせていただいておりますので、今、御意見もいただきましたので、ほかに何

かあるかも検討させていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○小嶋智子議長　赤松議員。 

○赤松祐造議員　小さな字で、気がつかなくて申し訳ございません。 

　あと、これが案で、全部オーケーになれば、もうこれがほとんどカラーで印刷されて、送付

されるわけでしょうか。 

○小嶋智子議長　中川企画人権課長。 

○中川企画人権課長　今回につきましては、これまだパブリックコメントにかけている案の段

階ですので、先ほども御案内いたしましたが、こちらの協議会の場と、あとは12月22日、月曜

日までに議員の皆様から御意見をいただいた際には、その内容についても、載せる、載せない

も含めて検討させていただいて、それが固まった後、このような冊子、今現行、こういう冊子

なんですけれども、こういった形で決定させていただければと思います。もちろん３月定例会

での議決をいただいた後になります。 

○小嶋智子議長　赤松議員。 

○赤松祐造議員　それならば、これパラっと見ると、空きスペースが随分あるんですけれども、

これを詰めろということではなくて、見た人が分かりやすく理解しやすいイメージ図というか、

写真とか、そういうものをもっと入れてほしいという、ほとんどこれから入れるんだと思うん

ですけれども、私、委員もやったことがあるので、さきのものにも大分入れていただいたんで

すけれども、見たら何だかわくわく楽しくなるような写真、現実の写真とか、取り組んでいる

写真等を入れてほしい、意見として提案いたします。いかがでしょうか。 

○小嶋智子議長　中川企画人権課長。 

○中川企画人権課長　これは、議員だけではなく、多分市民の皆様もそういった見やすいほう

がいいのかなとは思っておりますので、なるべくそのようになるよう鋭意努力してまいります。 

○小嶋智子議長　赤松議員。 

○赤松祐造議員　これは、いつもつくってくれていると思うんですが、もっと小さい概要版に

は、そういうのをいっぱい載せてほしいんですけれども、それはつくられるんでしょうか。 

○小嶋智子議長　中川企画人権課長。 

○中川企画人権課長　概要版につきましては、現段階では検討はしていないのですが、今御意

見をいただきましたので、ちょっとどこまでできるかというものもあるんですけれども、御意

見として承らせていただきます。 

○小嶋智子議長　ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

　なければ、以上にて質疑を終結します。 

休憩します。（午後　１時１９分　休憩） 
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再開します。（午後　１時２０分　再開） 

　ほかに何かございますか。 

〔「なし」という声あり〕 

　なければ、以上で本日の協議事項は全て終了しました。 

　記録につきましては、正副議長に一任願います。 

　以上で全員協議会を閉会します。 

 

午後　１時２０分　閉会 
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